
鳴門教育大学特別聴講学生規則

平成１６年 ４ 月 １ 日

規 則 第 ３ １ 号

改正 平成１７年 ３ 月１４日規則第１７号

平成２４年 ３ 月１９日規則第１５号

平成２７年 ２ 月２７日規則第 ６ 号

平成３１年 ２ 月２７日規則第 ４ 号

令和 ４年 ２ 月２４日規則第 ２ 号

（趣旨）

第１条 この規則は，国立大学法人鳴門教育大学学則（平成１６年学則第１号。以下「学

則」という。）第９４条の規定に基づき，特別聴講学生について，必要な事項を定める。

（入学の時期）

第２条 特別聴講学生の入学の時期は，原則として学年及び学期の始めとする。

（入学資格）

第３条 入学資格は，他の大学，短期大学又は大学院（外国の大学，短期大学又は大学院

を含む。以下「大学等」という。）に在学する者で，鳴門教育大学（以下「本学」とい

う。）と所属する大学等との協議に基づき，特定の授業科目の履修が教育上有益と認め

られるものとする。

（入学の出願）

第４条 入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類を所属する大学等の長を通じて，学

長に願い出なければならない。

(1) 入学願書（別記様式第１号）

(2) 所属する大学等の長の推薦書

(3) その他本学が必要と認める書類

（入学者の選考）

第４条の２ 入学者の選考は，授業担当教員の了承を得たものについて学校教育学部教務

委員会又は大学院学校教育研究科教務委員会（以下，「教務委員会」という。）におい

て行うものとする。

２ 前項の選考は，前条の書類により行うものとする。

（入学許可）

第５条 学長は，前条の入学者選考に合格した者に入学を許可する。

（履修期間）

第６条 履修期間は，履修を許可された授業科目が開講される期間とする。

（単位認定等）

第７条 履修した科目については，試験を実施の上，合格者には所定の単位を与える。

２ 前項の規定により認定された単位については，単位修得証明書を交付する。

（検定料，入学料及び授業料）

第８条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。

２ 特別聴講学生は，本学が別に定める科目等履修生の授業料の額に相当する授業料を科



目等履修生の授業料の納付方法の例により納付しなければならない。ただし，当該学生

が国立大学等の学生である場合，及び本学が公立又は私立の大学等と締結する大学間相

互単位互換協定に基づき，授業料が相互に不徴収とされている学生である場合は，納付

を要しない。

（実験，実習等の費用）

第９条 実験，実習等に要する費用は，特別聴講学生の負担とすることができる。

（入学許可の取消し）

第１０条 学長は，特別聴講学生が次の各号の一に該当するときは，教務委員会の議を経

て，当該大学等の長と協議の上，入学許可を取り消すことができる。

(1) 履修の見込みがないと認められるとき。

(2) 本学の規則等に違反し，又はその本分に反する行為があると認められるとき。

(3) その他受け入れの趣旨に反する行為等があると認められるとき。

（学則等の準用）

第１１条 この規則に定めるもののほか，特別聴講学生に関し必要な事項は，学則及び鳴

門教育大学学生規則（平成１６年規則第２７号）等の規定を準用する。

（実施細則）

第１２条 この規則の実施に関し必要な事項は，教務委員会が別に定める。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，令和４年４月１日から施行する。



別記様式第１号（第４条関係）

令和 年度鳴門教育大学特別聴講学生入学願書

ふ り が な 性別 男 ・ 女

氏 名 年 月 日生 写 真 貼 付

所 属 大 学 大 学 学 部 学 科 （ 課 程 ）

大学院 研究科 専 攻 コース ４ ㎝ × ３ ㎝

現 住 所 〒

無帽上半身正面

ＴＥＬ

メールアドレス

履 修 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

授 業 科 目 名 単位数 学 期 曜日・時限 単 位 認 定 備 考

必要の有無

曜 時限 有 無

曜 時限 有 無

履

曜 時限 有 無

修

曜 時限 有 無

希

曜 時限 有 無

望

曜 時限 有 無

科

曜 時限 有 無

目

曜 時限 有 無

曜 時限 有 無

曜 時限 有 無

所属する大学，短期大学又は大学院の長の推薦書を添付すること。

備考 規格は，Ａ４判とする。


